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（第 16 回）「福島県民健康調査」の結果について 
（2014 年 8 月 24 日付「第 16 回福島県民健康調査検討委員会」資料より） 

 

１．２０１１年度，２０１２年度，２０１３年度の子ども甲状腺検査（先行検査：注）

の結果概要 

 検査対象の子どもの数 約３７万人 

 一次検査終了子ども数 約２９．６万人（約 80.4％終了）（結果判定確定者）   

（以下，「○○年度対象」は，「○○年度対象市町村」の略）（人） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

           2011 年度対象   2012 年度対象   2013 年度対象    

 一次検査結果確定者①  ４１，８１３   １３９，０９３   １１４，７８３ 

 Ｂ・Ｃ判定②       ２２１       ９８６     １，０３０ 

（②／①）        （0.5％）     （0.7％）      （0.9％） 

二次検査結果確定者③      １９１       ８６４       ７９３ 

 悪性（疑い含む）④     １４        ５４        ３５  

（④／③）        （7.3％）     （6.3％）      （4.4％） 

うち確定          １２        ４１         ４  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

                   総合計     

 一次検査結果確定者①        ２９５，６８９ 

 Ｂ・Ｃ判定②            ２，２３７ 

（②／①）              （0.76％） 

二次検査結果確定者③           １，８４８     

 悪性（疑い含む）④           １０３      

（④／③）              （5.6％）        

うち確定                 ５７      

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（注：2011 年 10 月～2014 年 3 月の「先行検査」に続き 2014 年 4 月から「本格検査」を開始） 

 

２．コメント 

（１）子ども甲状腺ガンが更に増加：恐ろしいことが引続き起きている？ 

 一次検査進捗率は８０％，二次検査進捗率は８２％ 「疑い」はほぼ９割が悪性 

 前前前前前回は   悪性は１１人，疑いは１６人 計２７人  同 上 

 前前前前回は    悪性は１８人，疑いは２５人 計４３人  同 上 

 前前前回は     悪性は２６人，疑いは３２人 計５８人  同 上 

 前前回は      悪性は３３人、疑いは４１人 計７４人  同 上 

 前回は       悪性は５０人、疑いは３９人 計８９人  同 上 

 今回は       悪性は５７人、疑いは４６人 計１０３人 同 上 

 

2014 年 10 月 10 日 
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（子ども甲状腺ガンの増加が止まらない，検査が進めば更に増える可能性大） 

（良性とされた子どもの場合も，それが甲状腺切除後に判明している）  

 

 一次検査結果確定者の約 0.76％が二次検査を受け，そのうちの約 5.6％が悪性判定 

 ここから，今後確認するであろう悪性の子ども甲状腺ガン（疑い含む）を推定すると 

 

  二次検査未了の子ども３８９人×5.6％＝２２人 

一次検査未了の子ども約 7.1 万人×0.76％×5.6％＝３０人 

  今回までの確認１０３人との合計で，今後，全対象者の検査が終了するまでに，

約１５５人の悪性甲状腺ガンの子どもが発見されると推定される。    

 

（２）この数字は原発事故時の年齢 18 歳以下の福島県の子ども達だけの数字である 

 福島県の妊婦（胎児）及び大人（18 歳超），福島県以外の都道府県の大人・子供・妊

婦（胎児）を入れると更に数字は大きくなる（推定で１５５人×５倍＝７７５人） 

 上記は甲状腺ガンだけの数字で，その他の甲状腺疾患や機能障害は無視されている 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

何故，福島県以外の県民・都民に対しても甲状腺エコー検査をしないのか 

何故、年齢が 18 歳超の被ばく被害者に対しても甲状腺エコー検査をしないのか  

何故、2011 年 3 月以降に生まれた子供たちについても甲状腺エコー検査をしないのか  

何故、甲状腺ガン以外の甲状腺疾患の検査を行わないのか  

何故，山下俊一が甲状腺学会を通じて全国の甲状腺医師に出した通知（甲状腺検査

や診断の依頼があっても受け付けないようにとの主旨）を回収・撤回しないのか 

 

（３）政府・福島県・「福島県民健康調査検討委員会」のマンネリ説明 

 最初から「放射線被曝の影響とは考えられない」が前提であるのはおかしい 

 では「何故，過去に比べて増えたのか」への彼らの答え  

・比較するものがないから「多発」と言えるかどうかは分からない 

 ・大規模な調査は今までなかった  

 ・スクリーニング（要精密検査対象者を見つけるための悉皆調査）で早く見つかった 

 ・スクリーニングの機器類の性能が良くなって発見数が増えた  

 ・チェルノブイリ原発事故後では 4 年後以降に子ども甲状腺ガンが多発しているので、

今発見されているものは原発事故とは関係がない（甲状腺ガンは進行が遅い） 

 ・推定（外部）被ばく量からみて甲状腺ガンが多発するような線量ではない  

 ・10 歳未満の乳幼児の甲状腺ガンがほとんど見られない 

  

 しかし、上記の根拠は極めて脆弱 

 ・原発事故の影響が薄い地域と比較ができるよう再三にわたり西日本での大規模調査

を多くの有識者や団体が要請しているが着手せず。 

 ・「スクリーニング」説では、これだけ多くの子ども甲状腺ガンの発生・発見を説明し

きれない。岡山大学の疫学専門家・津田敏秀教授が上記の見解を誤りであると指摘  
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 ・チェルノブイリ原発事故の際は事故から 4 年間はきちんとした検査ができなかった

だけで、4 年後から増えたように見えるのは、そこから本格検査がはじまったから 

 ・進行が遅いのは大人や老人の甲状腺ガンで、子どもの場合は進行も転移も早い 

 ・事故直後の（甲状腺の）被ばく量がいかほどであったかは、国や福島県などがその

測定を妨害したため（あるいは不作為を続けたため）、正確なところはわからないし、

今後も分からないだろう。あて推量のような方法で計算された被ばく量は使えない。 

 ・10 歳未満の乳幼児の甲状腺ガンについては、今後どうなるかわからない。  

 

増えていることは認めるべきである ⇒ 問題は「何故増えてきているか」 ⇒ 予防原則 

   

（４）過去の数字と比べると  

 子ども甲状腺ガンは非常にまれな病気 

  １０歳以上だと，１００万人あたり数人／年程度 

  １０歳未満だと，１００万人あたりほぼゼロ（１千万人に１～２人／年程度） 

 平均有病期間を極端に長い１０年だとしても，今回の数字は非常に大きい（10 倍以上） 

 （参考）有病率＝発生率×平均有病期間  

 

（５）非ガンリスクに注目し警戒せよ 

 放射線被曝，特に恒常的な低線量被曝（内部被曝＋外部被爆）は，ガン・白血病や流

産・死産だけでなく人間に遺伝的障害を含む様々な健康被害をもたらす可能性が高い 

 

＜ガン・白血病以外の健康障害の事例：これがすべてではない＞ 

極度の慢性疲労・倦怠感（いわゆる「ぶらぶら病」），各種臓器不全，消化器系疾患，

免疫力低下・ホルモン異常，病弱化・虚弱体質，循環器系疾患・心臓病と突然死，

神経系疾患，呼吸器疾患・ぜんそく，糖尿病（小児含む），白内障，脳障害・知能

低下，膀胱炎，生殖異常、遺伝病、奇形児，短寿命化・早期老化他 

 

３．「７ｑ１１染色体」の異常を何故調べないのか（児玉龍彦氏インタビューより）、 

下記は、2014 年 3 月 12 日に放送された報道ステーション（特集：福島第１原発事

故と甲状腺ガン）について書いたものです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 上記の報道ステーション放送に関連して、一つ重要な情報をお伝えします。 

 少し前の録画ですが、下記サイトの最初のところにある児玉龍彦東京大学アイソト

ープ総合センター長の記者会見録画をご覧ください。同氏は、ゲノム科学が大きく発

達してきた結果、放射線被曝による人体の健康障害のメカニズムも解明されてきて、

甲状腺ガンの場合だと、放射線被曝によるものか否かが「７ｑ１１」染色体を見るこ

とである程度判断がつく（必要十分条件ではないが：放射線被曝が原因の甲状腺ガン

の子どもの４割くらいに、この染色体異常がみられるとの発言あり）ことなどの発言

をしています。また、放射線被曝が遺伝子を活性化させ、それが長い月日が経過した

のちにガン発症をもたらすという説明も非常に注目に値します。 
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 それにしても、何故、日本の政府・自治体・病院や医者達は、この放射線被曝の痕

跡・指紋とでも言うべき「7ｑ11」染色体の異常を調べようとはしないのでしょうか。

ＴＶ放送にもある通り、チェルノブイリ原発事故直後の 1986～90 年当時の旧ソ連諸国

では、甲状腺ガンの検査機器類が乏しかったために、発見が遅れて子ども甲状腺ガン

の多発発見が４年後以降となった可能性も大いにありうるわけで、チェルノブイリ原

発事故の公表記録だけを根拠に、今回の福島の子ども甲状腺ガンの多発が福島第 1 原

発事故に伴う放射線被曝とは関係がない、などということは、科学的にも絶対に言え

ない話です。報道ステーションが言うように「わからない」のではなく、今日の事態

は「明らかに異常であり、その異常の原因がはっきりしないのだから、さしあたり放

射線被曝が最大の原因の可能性ありと考えて、手遅れにならないように、さまざまな

手を前広に打つ」というのが、常識的でまともな医学・医者・人間の判断です。 

 

 そして、不幸にして甲状腺ガンが発見された子どもたちの「７ｑ１１染色体」異常

を調べれば、それが放射線被曝によるものか否かはある程度見当がつきます。また、

この甲状腺ガンの多発がいわゆる「スクリーニング」効果であるかどうかは、原発事

故の影響が小さい西日本（中国・四国・九州・沖縄）の子どもたちをスクリーニング

して見ることで判断ができるはずです。それはまた、甲状腺ガンの早期発見・早期治

療にも結び付く話で、やらない理由は全くありません。しかし、いずれについても政

府や福島県などの自治体、医学会・医者・医療界は行おうとはしません。ただただ、

福島県の子ども甲状腺ガンの多発と福島第１原発事故による放射線被曝とを切り離し

たい、それを結び付けるようなものは一切排除したい・隠してしまいたい、そういう

考えで動いている様子です。 

  

 下記サイトによれば、ある病院では、患者からの要請があっても「７ｑ１１」は調

べない、などと、信じがたいことを言っているようです。ここにも「原子力翼賛国家」

の恐ろしい現実が現れているように思えます。 

 

●Save Kids Japan  PLEASE CONDUCT GENE TEST AND EVACUATE KIDS IN FUKUSHIMA! 早

急に遺伝子検査を行い、福島の子供たちを避難させてください！ 

http://savekidsjapan.blogspot.jp/2013/09/a-fukushima-teenager-found-to-have-

lung.html?spref=tw 

（このブログの最初のところに児玉龍彦東京大学アイソトープ総合センター長の会見

録画があります） 

 

（一部抜粋） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

事故数か月後に東大の児玉龍彦教授が言った７ｑ１１遺伝子を見れば、甲状腺ガンが

原発事故由来のものかどうか（原発事故由来であれば、7ｑ１１染色体が３つになり、

これは他の甲状腺ガン患者には見られない現象）、直ぐに特定できるのです！ 

http://savekidsjapan.blogspot.jp/2013/09/a-fukushima-teenager-found-to-have-lung.html?spref=tw
http://savekidsjapan.blogspot.jp/2013/09/a-fukushima-teenager-found-to-have-lung.html?spref=tw
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それで昨日、福島県立医科大に問い合わせました。 

福島県立医科大に私がした質問は以下です。（9／12 質問） 

１、報告会以前にリンパ転移の甲状腺ガンの福島の子供が出たと聞いているが発表に

入っていない。隠しているのではないか？ 

２、児玉龍彦先生が７ｑ１１染色体を見れば、被曝によるものかどうかわかると発表

したが、染色体検査はしたのか、するつもりはあるのか 

 

そして、翌日の 9 月 13 日に回答来ました！ 

福島医大からの回答：保険診療の場合は、具体的な症例の情報を健康県民管理センタ

ーで持つことはできない。病院においては、個人には説明、第三者に発表するもので

はない。染色体の検査の必要性は、今後県民健康調査で議論されるべきものと考えら

れている。７ｑ１１遺伝子の検査は行っていない 

 

かいつまんで言うと。甲状腺ガンの子供に転移があっても、一切発表しない、原因特

定できるはずの７ｑ１１染色体は調べていないという回答です！ 

これは大変な話です。そして国内で他に、甲状腺ガン手術をする有名病院 2 箇所にも、

問い合わせをしましたら、「患者からの要望があっても染色体検査はしない」との回答。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

４．近況 

（１）第３回甲状腺検査評価部会（2014 年 6 月 10 日） 

 東京電力福島第一原子力発電所による健康影響を調べている福島県民健康調査の検

討委員会で１０日、甲状腺がんに関する専門部会が開催され、スクリーニング検査に

よって、多数の子どもが甲状腺手術を受けていることについて、前回に引き続き過剰

診療につながっているかどうかで激論となった。議論の過程で、手術している子ども

に、リンパ節転移をはじめとして深刻なケースが多数あることが明らかになった。（Ｏ

ＵＲ ＰＬＡＮＥＴ ＴＶ ＨＰより：別添ＰＤＦファイル参照）  

 

（２）（報告）「放射線安全神話」を狙う８．１７政府広報に異議あり！ 「市民と科

学者の内部被曝問題研究会」記者会見（９／１５）  いちろうちゃんのブログ 

 http://tyobotyobosiminn.cocolog-nifty.com/blog/2014/09/post-1eb1.html 

（別添ＰＤＦファイルに松崎道幸（旭川北医院院長）さんのレジメを添付しました） 

 

５．提言：なすべきこと 

（１）「福島県民健康調査」の抜本改革   

  福島県以外の汚染された都県でも実施すべき 

子どもだけを対象にするのではなく全年齢層で実施すべき  

  検査すべきは甲状腺ガンだけではない 

  （甲状腺エコー，尿検査，血液検査（染色体異常・エピジェネ異常他），心電図，  

http://tyobotyobosiminn.cocolog-nifty.com/blog/2014/09/post-1eb1.html
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   ＷＢＣ検査，バイオアッセイ（検便・脱歯・髪の毛他：ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ，α核種）他）  

  「7ｑ11」染色体の検査・異常確認   

全国で，ワンストップで，上記の全部の検査を同時にやる体制づくり  

  各検査の内容充実（甲状腺検査はスクリーニングではなく，いきなり本検査でいい） 

  検査頻度を増やす（2 年に 1 度ではなく受検者の状況に応じて３～１２か月に１度） 

検査結果やカルテを含む全記録類の永久保存  

  セカンド・オピニオンの利用充実とその活用  

  健康保険対象＋補助金で受検者は無料化 ⇒ 東京電力負担 

  各検査について比較可能とするための西日本や北海道での疫学的大調査の実施  

体制の抜本改革（政府が前面に出よ，「福島県民健康調査検討委員会」のメンバーの

更なる刷新，医療関係者・団体の救国的一致団結，財政サポート他）  

   

（２）放射線被曝の未然予防 

  まず避難，除染するにしても，まず一時避難 

   放射線管理区域指定基準（5.2ｍＳｖ／年以上）は全員避難 

   １ｍＳｖ～5.2ｍＳｖは「避難の権利」 

  子どもは集団疎開，大人も子供も「コミュニティごとの移転」  

  汚染地域に残る人にも「無用の被曝回避」のガイダンス徹底  

  飲食品の検査体制の抜本改善と規制値の更なる厳格化，放射性セシウム以外の核種検査 

  政府が前面に出よ：被害者への万全の賠償・補償・再建支援，「原子力事故による子

ども・被災者支援法」及びその基本方針の拡充方向での見直し他 

  自然環境モニタリングの拡充（野生生物の変化をつかまえよ） 

 

（３）賠償・補償・再建支援：5 原則＋α（同時代に生きる人間としての使命・倫理） 

賠償・補償・再建支援が全く不十分で出鱈目＝21 世紀最大の人権侵害事件 

賠償・補償・再建支援がきちんとならないと被害者はいつまでも救われない  

 

① 全ての被害者の全ての被害・損害が何の留保条件を付けられることなく全額賠償

または原状復帰されること（逸失利益含む） 

② 全ての被害者の生活及び経営が再建されること（費用，段取り，その他の負担の

すべてを加害者が負うこと） 

③ 上記②の再建が確認できるまでの間，全ての被害者の生活及び経営を補償すること 

④ 2011 年 3 月 11 日以降，上記の賠償・補償・再建費用が実払いされるまでの間，

電気料金遅延にかかる「遅延損害金」と同利率（10％）の「遅延損害金」が被害

者に支払われること 

⑤ 悪質な交通事故被害の場合以上の慰謝料（迷惑料）が被害者に支払われること 

⑥ （＋α）被害者の被害は「お金」に変えられないものも多い。その部分を加害者・

東京電力（及び原発メーカー）や事故責任者・国が万全にフォローすること 

以 上 


